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本穣について

日本が行った朝鮮の植民地支配のことが，いま大きく取りあげられている。

{也氏族を支配する民族は自由でありえない， とされるが，まさしく日本の植

民地支配期には日本は謹度の抑圧態勢にあった。それだけに描民地化された

朝鮮の人々が受けた苦悩は澱り知れないものがある。過去を正確に見つめる

ことは，将来の正しい展望をうちたてるために欠かせないことである。

自本が犯した植民地支配の実相を解明することはいま肝要なことになって

いる。

f朝鮮人強制移動問題Jを一貫して検討してきた金畏柴氏が，本稿では1940

年代の日本石炭産業の労働事情の分析とそれに基づく具体的分析として佐賀

燥の西杵炭鉱における「朝鮮人労働者移入jについて分析している。

戦時中の五炭産業資料は意識的に煙滅されたとされている。このようなJ:t

で残存した数少ない資料を通じて1940年代の「朝鮮人労働者移入j問題が分

析された意義は大きい。このような作業の積み議ねによって， I朝鮮人労働者

移入J開題を明らかにし，更には日本の植民地支出の実相を鮮明にしてゆく

ことが今後一層必要であろう。
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2.西杵炭鉱における「朝鮮人労働者移入」の事例

1 )西杵炭鉱の労働状況

2 )西杵炭鉱における「朝鮮人労働者移入J

IV むすびにかえて

I はじめに

1940年代における日本五炭産業の労働事情を，朝鮮人労働者の移入問題と

させていえば， r朝鮮人労働者の移入経費の上昇J，r契約満期者の帰鮮J

等の状況は，当時の朝鮮内の相対的過剰人口の枯渇との相互作用によって，

それまで朝鮮人労働者の移入を中心にしてきた労働力の充足をいっそう難し

くした1)。

この対策として，給与増額の検討，日隈日廃止，労務対策の樹新などの労

働強化，移入朝鮮人に対する家族手当の支給の検討，満期者に対する

の勧奨j等が論議された九また輯鮮人労働者の移入史でもっとも重要な

斡旋」方式から「徴用j方式への政策変化も注目すべきであろう 3)。

しかし1940年代の日本石炭産業の労働事情については，これまであまり検

されなかった。特に「朝鮮人労働者の集際移入jの問題と関連させて， 1940 

年代の日本石炭産業の労働事情が検討されたのは皆無で、はないかと盟、われる。

県内で閉山が最も遅かった明治鉱業附の商杵炭鉱は， 1訪94幻3年から1凹94叫4 

年までで、σの')2回にかけて13認8人の朝鮮人労労r{!働動者を「集回移入jしている叫

しかし佐賀!照祭における戦詰揺官の「朝鮮人労f働動者移入jの向題については， あ

まり検討されてなかった九朝鮮人労働者の移入関係の資料の発掘及び既存

資料の検討，分析，災体の解明など地域史の見直しと関連して，課題がたく

さん残っている。

したがって，本稿では佐賀県の商杵炭鉱の経営資料を中心として， 1940年

代の自本若炭産業の労働事情と佐賀県の頭杵炭鉱における「朝鮮人労働者移

入Jの事例について検討してみたい。

他方， 1940年代の石炭産業の労働率靖と関連して石炭統制及び労働力の統

制史の側面で「石炭鉱業聯合会Jが1942年から「若炭統制会jに変化していく
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1940年代，日本石炭産業の労働事情と「紛鮮人労働者移入Jの事例

過程の問題も一つの研究テーマであるが，それについての本格的な比較分析

はこれからの課題にしておきたい。

1 )これについて，詳しいのは本格のIII-1を参考してほしv'o

2 )注 1) と向憾。

3 )戦前の f朝鮮人労働者移入j，つまり「強制連行Jの方式については， I募集j，Is 

斡旋j，I徴用jの方式であると言われている。「募集j方式は1939年 7月初日の内

務，際生向次官からの通牒により同年 9月から始まり，関係法令などは「朝鮮人労

務者内地移住ニ関スル件j，I朝鮮人労務者募集姿縦j，I朝鮮人労務者移住ニ関スル

事務取扱手続j，I朝鮮職業紹介令jである。「定子斡旋Jガ式は1942年 2月13日の閣議

決定によって始まり，関係法令などは f朝鮮人労務者活照ニ関スル方策j，I税金手人

内地移住斡旋要綱J である。「徴Jtl j 方式は 1944生手 8 月の ~l議決定により同年 9 月か

ら始まり，関係法令などは「半島人労務者ノ移入ニ関スル件j，I悶民徴用令jであ

る。このような強制連行の方式の変化過程については今後の課題にしておきたい。

4 )これについて，詳しいのは本稿のIII 2-2を参考してほしい。

5 )戦前の佐賀県における朝鮮人労働者の強制連行・強制労働については，いままで

あまり研究されなかったが，長野i翠・緑内公待i編n:ヨ炭史一佐賀県石炭資料(文議・

文献繍)-~ (佐賀県， 1986"1三)の「戦u寺中の石炭産業を支えた総閑人労働者Jの記

述部分は，戦前佐袈燥の朝鮮人強制連行，地域史の~践しと関連して大きな臨床が

あると忠、われる(間J154-156]室)。この問題については，拙稿f戦前，佼賀県におけ

る朝鮮人労働者の強制連行・強制労働j(佐賀大学?地域経済センタ一年報j第 3

号， 1992年 3河)を参考してほしい。

日 本資料について

本稿が基にした資料は戦前の佐賀察西杵炭鉱の経営庶務資料の一つである。

資料は次のとおりである 1)。

(イ) I昭和十九年定期報告石炭統制会関係書類J(Aゐ-33)

(ロ) I昭和十九年石炭統制会関係議類(其ノニ)J (A-b-32) 

これらの資料は1944年震の「石炭統制会Jの関係者類で， 1940年代の石炭

，特に労働事情及び西杵炭鉱における「朝鮮人労働者集団移入j

の事情などがよくわかる。

特に仔)の資料には1942年から1944年までの酉杵炭鉱の労働状況及び「朝鮮

人労働者移入j関係の統計を含んでおり， (ロ)の資料を通じでは1940年代の石
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，特に労働事情がわかる。

これらは「石炭統制会jの関係資料であるがヘ佐賀県，九州内に限らず広

域的な資料なので， 1940年代の司本石炭産業の労働事情と関連して，問題の

全体像の解明がいっそう鮮明になると考えられる。

したがって，本稿ではこれらの経営庶務資料を中心として， 1940年代の日

本石炭産業の労働事情および佐賀県の西杵炭鉱における「朝鮮人労働者集団

移入Jの事例について試論的に分析してみたい。

1 )攻佐努大学絞淡学部架歳。資料の解説については， :長野返・坪内安衛編，上掲習

を参照。

2 )日本のお淡産3誌における統制会方式は，日本の戦争経済全体の深刻化から生まれ

たものであり，従来の肉治的統制間体の「石炭鉱業聯合会jが1941年以後「お炭統

制l会jに変わる(石炭統制会の統制規定の告示は1942i!三2河20臼である)。その設立

事抗争については;石炭国委託統制史Jに次のように設いている。「炭姉，配炭の聞で

は，日正に日本石炭のー元的統制下にあるとはいえ，生産上の統1Mに哀づけられない

と，炭frlli統制も崩れさるおそれがある。そこで，石炭鉱業者を強総的に加入させて，

生産上の諸条件を調える統制機構が，石炭業においても必要で〉あった。しかも， [説

家の計悩lこしたがって全長まから聞記炭までを教擦しうる機構として一元化しなければ，

石炭統i!j!jの災はあがらないので!.会~g主業者から臼本石炭までを傘下にした協力なも

のでなければならない。J(北海道炭砿汽船株式会社?石段国家統制史j](日本経済研

究所， fliel'f口33;下)。同役301-3471"[ ~参考してほしい)。また従来の f石炭鉱業聯合

会j と日:1炭統制会jとの統制jj式及びその変化過程の分析は今後の課題にしてお

きたい。

III 石炭産業の と西杵炭鉱の「朝鮮人労働者移入」

1. 1940年代，日本石炭廃業の労働事情

1940年代の日本石炭産業の労働事摺を，朝鮮人労働者の移入と関連させて

いえば， r朝鮮人労働者の移入経費の仁昇J，r契約満期者の帰鮮J等の現状

は， i朝鮮内の相対的過剰人口の枯渇との相互作a用によって，それまで朝鮮人

労働者の移入を中心にしてきた労働力の充足をいっそう難しくした。

このような状況の対策として，給与の増額，司曜日の寵止，労務対策の刷

新などの労働強化，移入朝鮮人に対する家族手当の支給，満期者に対する「定
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1940年代，日本万炭l従業の労働率情と「綴鮮人労働者移入jのをお例

着の勧奨j等が論議された。しかし朝鮮人労働者の移入史のなかでもっと

要なことは，それまでの f官斡旋j方式から「徴用」方式への政築変化であ

ろう。

ここではこのような基本的な時代状況の認識に基して， 1940年代の日本お

炭産業の労働事情を佐賀県の西杵炭鉱の関係資料を中心に検討してみたい。

まず次の資料を通じて l)，朝鮮人労働者の移入経費の上昇に した自本

の石炭産業が朝鮮労務協会に対する交付金を増額したのがわかるヘ

石炭統制会労務部長殿

朝鮮労務協会ニ対ス/レ交付金増額二関スル件

国民動員実施計画ニ基ク朝鮮人労務者ノ内地移入ニ関シテハ従来之ガ斡

旋ニ要スノレ経費トシテ引継労務者({gシ渡航査証不合格等ノ結果移入不

能トナリタル者ヲ除ク)一人当十一円ノ割合ヲ以テ関係産業統制間体若

ハ事業主ヨリ朝鮮労務協会ニ対シ酸出セシメ来リタル処昭和十七年

(1942年一引用者)ニ丹二十三日職発第…三五号通牒参照今般諸経費昂

騰ノ関係モアリ特ニ最近鮮内労務事情ー逼迫ノ折柄第一線労務供出機能強

化ニ欽リ労務者扶出ノ円滑ナル運行ニ資スル目的ヲ以テ布(上 引用者)

斡旋経費ヲ引継労務者一人当一六円ニ増額致産官要請越候ニ付テ

日ムヲ得ザルモノト認、メ之ヲ諒承決定致候条郷了知相成度

追間本件増額ハヌド;年四月一日以降ノ供出分トシテ朝鮮総督時二砂テ割当

テタルモノヨリ之ヲ実施可致ニ付併セテ御了知有成箆

つまり 1944年2月7自，厚生省勤労局は五炭統制会労務部長宛の「朝鮮労

務協会ニ対スル交付金増額二関する件jという通牒を発している。周知のと

おり 1938年の国家総動員法の成立以来， r国民動員実施計調jによる朝鮮人労

働者の「移入Jに関しては，斡旋の経費として引継労務者一人当り 11円を関

係賎業統制団体或いは事業主より朝鮮労務端会に隙出してきた。しかし諸経

費の昂騰，特に当時の朝鮮内の労務事情の逼迫などによって，いわば

線労務供出;機能強化ニ絞り労務者供出ノ円滑ナル運行ニ資スル自的jに，斡

旋経費を引継労働者一人当り 16丹に増額するようになる。

このような通牒以後，石炭統制会は次のようにその値上額の減額のため



統制会と協議，折衝するが3)，通牒通り一人当り 16円に朝鮮労務協会費を増額

するようになる。ただその適用対象は1944年 4丹l臼以降の供出分で朝鮮総

督府から割当てられた分にするように変更される。

明治鉱業株式会社目'"

西杵鉱業所長

お炭統制会労務部長

朝鮮労務協会費値上ニ関スル件

ノ件厚生省勤労局長ヨリ別紙写ノ通り通牒有之タル処朝鮮人労務者

ノ移入経費ニ関シテハ近年何カト結当嵩ミ居/レ際ニ付各統制会トモ協議

ノ上之ガ値上額ノ減額方ニ付関係官庁ニ折衝護ネタルガ種々ノ

ムヲ得ザルモノ有之通牒通リ一人当り十六円ヲ以テ十九年度第一，四半

期害目当分ヨリ実施ノコト、相成タノレニ付左様御諒承願上候尚右(上 引

用者)実施期日ハ別紙通牒に胎テハ十九年 (1944年一引用者)四月以降

供出分(十八年割当モ合ム ママ)ヨリト相成居ルモ三月二十三日

，総督rFf両当局者ノ当地ニ妙ケル折衝ノ結果十九年度第一，四半期割

ヨリニ変更セラレタルニ付併セテ御承知棺成度右不取敢御通知雨上

候 敬具

このような状態で五炭統制会揺岡支部は，次の資料からわかるように1

1944年 4月以降の移入朝鮮人労務者の「定着jに関する公文を発する。

権者会員炭砿

拡業所(炭砿)長

北九州石炭統制組合理事長

西九州五炭統餅総合理事長殿

山口百炭統制組合理事長

石炭統制会福岡支部長

(1944年一引用者)四月以降移入朝鮮人労務者ノ定着二関スル件

本年四月以蜂満期退出ノ移入輯鮮人労務者ノ定着如{ilJハ刻下ノ重要問題

ニ有之候処右(上一引用者)ニ関シテハ既ニ家族呼寄ヲ緩和ス/レ胃ノ閣

ヲ希望シタルモノニ対シテハ入所後
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1940年代，日本石炭産業の労働事情と f朝鮮人労働者移入jの事例

六ケ丹以上経過シタル後家族呼寄セヲ許可スルコトニ内定数居f1.桑ニ付監

ヨリ追テ正式ノ通牒可有之ト存候

就テハ布(上一引用者)御合ミノ上壊力定着ニ御努力相成度技也

追テ北海道各炭砿ニ鈴テハ朝鮮現地ノ家族ニ呼ビカケ家族ヨリ逆ニ移

入労務者ニ対シ定着稼働方ヲ懲憩スルコトト致居リ候処右(上…引用

ノ、槌メテ有効ナル定着方法ト被存候ニ付貴砿ニ胎テモ朝鮮ノ出身

地家族ニ対シ適当ナル方法ヲ以テ諒解ヲ求ムルコト肝要カト存候為念

つまり 1944年 4月以捧の満期退出の移入朝鮮人労務者の f定着J如何は，

f刻下ノ重要問題Jで，既に閣議決定があったように，家族呼寄せを緩和す

るようになったとしている。要するに 2ヶ年以上の「定着」を希望する移入

輯鮮人労働者に対しては，入所後 6ヶ月以上経過した後家族呼寄せを許可す

るようになる。また北海道の各炭砿の事例のように，朝鮮現地の家族に呼び

かけ，家族より移入労働者に対し f定着稼働ヲ懲憩jする方法は極めて有効

な方法だとしている。

朝鮮人労{勤者の「定着」については，以後労務協議で、重点的に論議される。

これについては1944年 3月11日の「労務協議録送付ノ件jを通じてそ

がわかる。

当時の協議事項は， I勤労報国隊ノ期間延長ニ隣スル件ム「移入朝鮮人労務

省定着ニ関スル件JI技能鉱員養成訓練ニ関ス/レ件J，女子勤労挺身隊および

学徒勤労報掴隊の取扱問題などである九つまり勤労報国隊，移入朝鮮人労働

女子勤労挺身隊，学徒勤労報国献などの労働力動員と共に，勤労報陸隊

の動員期間の延長，移入朝鮮人労働者に対する「定若j強制，技能鉱員養成

制練などが検討されているその当時の労働政策の状況がわかる。

そのうち，特に移入朝鮮人労働者の f定着Jについては，次のとおりであ

る6)。

特ニ四月以降ノ満期帰郷予定者数ノ、相当多数ニシテ之ガ定着如剤ノ¥石炭

確保上ノ重大問題ナルヲ以テソノ対策ニ付協議セル結果次ノ事項ヲ

スルコトトセリ

1.定着ニ際シ朝鮮現地側ノ強力ナル協力ヲ求ムルコト

例へパ現地郡，罰ノ宮Irヨリ出身者の父兄ニ対シ定者二問;苔:ガヲ櫨
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カ勧奨シ要スレパ父兄ヨリ本人二対シ是非定着稼働スル様勧奨ノ

紙ヲ出サシムルガ如シ

コノ場合業者側ニ紗テモ

ノレコト

三井山野ノ例ニヨリテ明ナリ

ヲ派遣シ之ニ協力スレパ樺メテ有効ナ

右(上一引用者)協力方法要請ノ為監督局，統制会ヨリ総督府，主

要道ニ係官，職員ヲ派遣スルコト

2.満期帰郷予定者ニシテ契約期間ノ延期ヲ承諾セルモノニ付テハ一

時帰鮮ヲ認、メ成可ク集団的ニ引率帰郷セシムルコトトシ，出身郡荷

ノ¥之ガ離散防止ニ付協力スルコト

つまり 1944年4月以降の満賠帰'郷予定者数が多数で，彼らの f定着j如何

は「お炭確保上ノ重大問題」だとし，その対策について協議した結果， r定着」
に関して「朝鮮現地側ノ強力ナル協力」および契約期間の延期を承諾した労

働者に限して「一時帰鮮jを認め，なるべく集団的に「引率帰郷」し，また

出身郡面に彼らの f離散防止jについて「協力jを要望している。特に「朝

鮮現地側ノ強力ナル協力Jの具体方案としては，朝鮮現地の郡，面の官庁よ

り出身者の父兄に対して移入労働者の「定着」を f勧奨Jするようにし，会

社も係員を派遣するようにしている。例えば三井山野のように協力要請のた

めに，監督局，石炭統制会より総督府，主要道に係官，職員を派遣すること

さhている。

例えば当時の西杵炭鉱の「移入:朝鮮人労務者定着指導結果Jについては，

〔表 1]を通じてその状況がわかる。商杵炭鉱は1943年の11月14日，忠清南

[表 1] 移入朝鮮人労務者定活指導結果報此
口 {!!({布119iド5J 1'1ょIIJJIずb訪日)
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1940年代，日本石炭産業の労働ミ葬儀と f朝鮮人労働者移入jの事例

道から98人7)， 1944年の 4月30日には同道から40人など計138人の朝鮮人労働

を移入しているところ， i定着指導」の結果， 134人のj王倒的な数字が「定

着jするようになる。

このような「定着勧奨」と同時に，他方で、は朝鮮現地の残留家族に対する

「適当ナル方法ニヨリ慰鰐激励jが論議され，次のようにその必要経費につ

いては関部炭砿の るよう総督府側から申入がある 8)。

石炭統制会福岡支部長

西杵

権者会員鉱業所(炭砿)長

北九州、115炭統能組合理事長

西九州石炭統制組合理事長殿

山口石炭統制組合理事長

移入朝鮮人労務者定着勧奨費分担ニ関スル件

昭和十九年度ニ拾テ満期退山スベキ移入朝鮮人労務者ニ付極力契約期鵠

延長方ヲ勧奨スルコトハ臣下ノ喫緊事トシ本会ニ診テハ関係各省、協力ノ

下ニ朝鮮総督府ニ対シ現地官庁ヨリ本人及其ノ家族ニ対シ定着ヲ勧奨ス

ルノ方途ヲ採ラレ度言折舗中ノ処総督府ニ松テモ右(ヒ 引用者)申入

レヲ諒トシ早速右 |用者)措罷ヲ採ルベキコトヲ確約致候 然ル

ニ現地官庁トシテハ右定着勧奨ト同時ニ其ノ家族(現地ニ残留セルーマ

マ)ニ対シ適当ナル方法ニヨリ慰問激励ヲナスコト絶対ニ必要ナリトシ

|用者)必要経費ノ¥関係炭拡ニ齢テ負担相成度キ旨総督府側ヨ

リ申入ニ接シ候

右(上一引用者)ニ関シ関係 ト種々切衝ノ結果不取敢昭和十九年限

月ヨリ六丹マデノ間ニ静テ契約満期トナルベキ労務者全員ニ付ti_(下

引用者)記ニヨリ願フコトト棺成候ニ付テハ右(上一引用者)事情御諒

承ノ上至急御送金相成度此段及御依頼候也

、金 額 昭和十九年四月ヨリ六月迄ニ契約溝期トナルベキ

ニ付一人当金拾円由

担シ貴ガヨリ送付ノ名簿所載数ト一致スルコト

9 



、送金方法 三菱銀行福岡支脂

十七銀行天神町支癌 石炭統制会福岡支部特別

口

品、納入期日 昭和十九年間丹二十三日必着

以上

1944年 4月13日調の五炭統説会詣岡支部より西杵炭鉱宛の公文書によると，

1944年 4月から 6月までの摺に契約満期の労務者全員について，r移入朝鮮人

労務者定審勧奨費分担Jを要請している。すなわち1944年 4月より 6丹まで

の契約満期者について，一人当り 10円を1944年4月23日まで送金するよう依

頼している。

他方1944年12月23臼，石炭統制会九州支部から西杵炭鉱宛の「契約満期一

時帰鮮朝鮮人労務者ノ復帰取纏メニ関スル件」という公文書ではへ次のよう

に「労務者復帰取纏メ要領Jについての暫定的措置を提示している。

権者会員炭鉱
御中

各石炭統制組合

石炭統制会九州支部

契約満期一時帰鮮朝鮮人労務者ノ復帰取纏メニ関スル件

首題一時帰鮮輯鮮人労務者ハ最近非常ニ増加シ之ガ復帰成績ノ如何ハ労

務逼迫ノ折柄増産計画遂行ニ与へル影響砂少ナラサルモノ有之ト被存候

姑従来ノ成績ヲ見ルニ炭砿側ノ相当ノ努力ニ不拘労務者ノ復帰成績不振

ニシテ歪急適切ナル方法ヲ講シテ復帰成績ノ向上ヲ図ル事緊要ナリト存

候

就テハ従来正式ノ労務者復帰取機メ要領無之ニ付玉三急正式ノ取纏メ要領

ヲ決定相成様当会本音[1ニ折衝中ナルモ米タ決定ヲ見サルヲ以テ京城出張

所長ト協議ノ上正式ノ取纏メ要領ノ決定迄暫定的措龍トシテ一月分J滞鮮

労務者ヨリ左(下一引用者)記要領ニ依リ復帰取纏メヲ実施致ス事ト相

成候ニ付右(上 引用者)御了知ノ上方遺憾無キヲ期セラレ度此段及径n

通知候也

尚一時帰鮮労務者ノ取纏メニ付テハ朝鮮側官庁ニ珍テモ最近棺当ノ

ヲ以テ協力願罵候モ痕ニ依リテハ米タ協力充分ナラサル向モ有之哉ニ間

10 



1940年代，日本石炭産業の労働事情と f朝鮮人労働者移入Jの若手例

及候ニ付斯ル方問ニ対シテハ本会ヨリ中央ヲ通シテ協力方ヲ要望中一

之{民間炭砿側ニ飴テハ在(下一引用者)記要領御熟読ノ上特ニ渡鮮後ノ

関部方萄へノ連絡ヲ密ニサレノレ様僻配意方御願申上候

追市契約満期一時帰鮮朝鮮人労務者ヲ炭砿ニ胎テ個人輸送ニ依リ帰鮮

セシメル場合モ左(下一引用者)記ニ準シテ御取扱相成度併臨御願申

上{(柔

つまり 1944年末になると，一時的に朝鮮に帰った朝鮮人労働者が非常に増

加し，彼らの「短帰成績ノ如何Jは労務逼迫の状況で f増産計画遂行」に大

きな影響を及ぼし， r復婦成績不振jに対してその向上の方法が要請されてい

る。すなわち正式の取締要領が決定されるまで，暫定的措置として1945年 1

月分の f帰鮮労務者」に対する取締要領が講究されていた。

次の f契約満期一時帰鮮朝鮮人労務者ノ暫定的復帰取縫メ要領Jを通じ

て1へその具体的な内容を検討して見ょう。1944年度契約満期の一時帰鮮朝鮮

人労務者に対する暫定的復帰取締の要領は，輸送計画の通知から輸送申込書

の提出，ヨi率関係，警察関係の手続である。

、契約瀦期一時帰'鮮朝鮮人労務者ノ暫定的復帰取纏メ要領

( 1 )炭鉱ニ訟テハ一時帰鮮労務者輸送計器ノ通知ヲ受ケタル時ノ

チニ帰鮮労務者ヲ決定ノ上乗船予定ノ十日前迄ニ当支部必着ニ

テ別紙様式ニ依リ労務者ノ出身道部，郡別名簿六通及復帰輸送

(組合炭砿ハ組合ニ七通)ヲ送付スルコト

(イ) 一時帰鮮労務者名簿ハ支部ヨリ左(下…引用者)記宛提出

スノレコト

東亜交通公社福岡事務所

か 門r'U地方部

石炭統制会道駐在員四 道 庁

郡庁
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(ロ)復帰輸送申込書ハ支部ニ控一通ヲトワ五通ハ支部ヨリ

(下一引F持者)記宛提出スルコト

石炭統制会京域出張所一

道庁

}} 道駐在員四 郡 庁

察

( 2 )石炭統制金道駐在員ハ予メ契約満期一時帰鮮朝鮮人労務者名簿

及復帰輸送申込書ヲ道庁，郡庁，警察署ニ提出シテ労務者ノ復

帰取纏メニ付協力方ヲ要請ス/レコト

( 3 )引率者ノ¥i度鮮の際実際ノ帰鮮労務者名簿四通ヲ作成シ現地到着

後道駐在員，道庁，郡庁，警察署ヲ訪問シ夫々名簿一通ヲ提出

シテ労務者復帰取纏メニ付関係方面ノ協力ヲ要誇スルコト

尚駐在員不在ノ際ハ名樟ニ依頼状ヲ添付シテ駐在員事務所ニ提

出シ謹クコト

(4 )担率ノ責任者ニハ交渉能力アル棺当優秀ナル人物ヲ選定派遣ス

ルコト

( 5 )当初提出スベキ一時帰鮮朝鮮人労務者名簿ハ乗船予定人員ヲ

載シ (3)ノ労務者名簿ノ¥実際ノ乗船人員ヲ記載スルコト

( 6 )警察関係ノ手続ノ¥従来通翌日倒炭砿ニテ処理スルコト

特にここで注目されることは，東亜交通公社という輸送提当関係の専震機

関までできて，移入朝鮮人労働者の輸送を担当し，また関係機関として道駐

道庁，郡ff，警察署など，組織が体系化されている点であろう。

他方1944年 3月10日石炭統制会揺詞支部は，西杵炭鉱宛の「炭砿勤労者二

対スル給与実施ニ関スル件jを発している 11)。そのうち次の「炭砿労務者ニ対

スル給与増額実施要綱ニ基ク取扱結問jについて検討してみよう。

炭砿労務者二対スル給与増額実施要綱ニ基ク取扱細則

決戦下ノ今日特ニ多額ノ障費ヲ投ジ炭砿労務者ノ給与ヲ増額セントスル

月IT以ノ、炭砿労務者ノ取得ヲ他産業並ニヲi上ゲントスルニアルハ勿論ナノレ

モ其ノ根本ノ目的ハ之ニ依リ炭砿労務者ノ定着ヲ促進シ其ノ能率ヲ増進
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1940年代，日本石炭産業の労働事情と「朝鮮人労働者移入jの事例

シ以テ現下ノ急務タル石炭増産ノ目的達成ニ資セントスルニアリ 依ツ

テ之ガ支給ニ当リテハ各炭拡ノ実情二郎シ最モ有効適切ナル支給ヲ為シ

以テ生産飛躍的増強ニ資スルコト肝要ニシテ有モ千篇一家ノ形式的支給

ニ終ラザル様留意スベキナリ

開シテ本手当ノ分配ニ当リテハ特ニ技能鉱員二ハ厚ク又内地鉱員ト

鉱員トノ均傑ヲ失セザル様留意セラレ度シ

又職員ニ対シテハ下ニ厚ク上ニ薄クノ精神ニヨリ支給スベキコト勿論ナ

つまり炭砿労働者の給与増額を通じて炭砿労務者の収入を他産業と並びに

し，また炭砿労働者の f定着jそ{足進し，その能率を増進して，石炭増産の

目的を達成しようとしている。勿論炭鉱労働者の給与増額の検討は，あくま

でも労働強化を通じる「お炭生産の飛躍的増強」のための一環であるといえ

る。また手当の分配は技能鉱員に厚くにして，日本人鉱員と朝鮮人鉱員との

均衡の維持，職員に対しては下淳上薄の精神により支給すべきことだとして

いる。ここで「日本人鉱員と朝鮮人鉱員トノ均衡の維持jというのは表面的

に過ぎないし，もっと重要なことはこのように労働条件の改善を検討

せざるをえないほどの労働条件，労働逼迫の状態、であったのであろう。

また「炭鉱労働者ノ給与増額Jが検討されているが，実際に給与の増額知

何は不明で、あるし，仮にi曽額されでも当時の高インフレの下では名目上の引

上に過ぎなかったといえる。

このような「お炭生産の飛躍的増強Jのための炭鉱労働者の給与増額の検

とともに，次のように日曜日の休日廃止などを通じる労働強化が強力に検

されている 12)。

石炭統制会福岡支部

権者 会員炭砿御中

日曜自休日露止通知ノ件

拝啓 陳者当支部ニ診テハ既ニ昨冬以来日曜日休日ハ一部交替勤務ヲ

施致候処今自決定ノ決戦非常搭龍ニ即応三月五日以韓日曜日ハ全従業員

ノ半数出勤常時業務遂行ヲ図ル事ト致候間右御了承相成度此段及御通知

官吏 敬呉
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つまり石炭統制会補詞支部は，既に1943年の冬以来日曜日の休日にも部分

的に交替勤務を実施していたが， i決戦非常措置jに芯じて1944年 3丹5司の

以降には13}，日曜日にも全従業員の半数が出勤して常時の業務遂行をするよ

うになる。

一方西杵炭鉱は1944年 3丹12日調の「挙白石炭確保激励期間実施ノ成果二

関スル件Jを石炭統制会の理事長に報告している。そのうち「半島労務者ニ

対スル激励慰安ノ対策jは次の通りである 14)。

半島労務者ニ対スル激励慰安ノ対策

日 (1944年一引用者)半島移動潰劇団ヲ協和会主催ノ許ニ開

催半島労務者ノ¥勿論内地一般人ニモ好評ヲ樽セリ統制会ニ於テ希望炭砿

巡囲興行ヲ斡旋願ヒ度

つまり朝鮮人移入労働者に対する激励慰安の対策として， i半島移動演離

団Jを協和会の主催に開催している。これは表面的には「激励慰安Jである

が，実際には移入朝鮮人労働者に対する「教育jの一環であるといえる。に

もかかわらず逃亡者は増えている。次の1943年の12月8巴から1944年の 1丹

17日までの「移入半島人労務者移動防止実施要綱Jに花;じる取締結果表([表

2 J)を通じて，移動防止を中心にする労務管理の実際がわかる。

これをみると， 1943年の12月8日から1944年 1丹17日までの40余日の摺に

おいて，佐賀県内外の事業場よりの逃走発見者はそれぞれ17名， 21名で，

38名である。発見された主要場所は肥前山口駅と有田駅である。逃走者に対

する措壁をみると， 1名を除いて37名の全員を本来の稼働場所へ返還してい

る。このように本籍地への送還でトはなく元探働場所へ返還しているのを見て，

1944年に張って労働力の状況がもっと厳しくなったのがわかる。

このように労働事情の逼迫の状況で石炭統制会九州支部は， i朝鮮人労務者

内地送出改善強化案」として，単身赴任の朝鮮人労働者にも家族手当を支給

するため，次のように移入朝鮮人労働者の家族数を調査している 2ヘ

西杵砿業所(炭砿)

各組合 理
殿

石炭統制会九州支部長

朝鮮人労務者ノ家族数調ニ関スル件
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1940年代，日本石炭産業の労働主義清と「朝鮮人労働者移入jの事例
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朝鮮人労務者内地送出改善強化案ニヨリ単身赴任ノ朝鮮人労務者ニモ家

ヲ支給スルコトト相成リ且手当支給ノ基準タル家版数ニ付-テハ家

族渡航迄一定ノ認定基準ニ依ル事トナリ崩ルモ該案ニヨル認定家族数ノ¥

実数ヨリ遥ニ多数トナリ内地労務者ノ待遇トノ間二相当ノ懸隔ヲ生

玉県上公平ヲ失スノレノ虞アルヲ以テ該案ノ未確定ナルヲ幸ヒ戸籍謄本或ハ

ノ証明ニ依ル実数ヲ以テ家族手当支給ノ基準ト為ス様陳情致度

リ貴砿朝鮮人労務者家族数調査ノ上当支部宛ニ遥十一月一
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自迄ニ御報告棺償度

(報告様式省略一引用者)

備考 一、家族数認定基準ハ左(下一引用者)記ニ依ル

出勤労務者年齢二十才未満ノ者 扶養家族一人

一十才以上ニ十五才未満ノ

二十五才以上三十才未満ノ

ミ三十才以上ノ

一、既住朝鮮人労務者ノ¥除クコト

万 三人

万 四人

万五;人

玉、家族ノ笑数ノ¥戸籍謄本又ハ本人ノ申出ニヨリ可成正確ヲ期ス

ノレコト

四、諜査ハ十月末現在ニヨ/レコト

つまり手当支給の基準のために家族数について調査しているが，家族数は

実数より遥かに多数になって戸籍謄本或は警察署長の証明の添付を要求して

いる。家族数の認定基準は出勤労務者年齢によって扶養家族を一人から五人

まで認めて，調査は10月末現在にしている。また注毘されるのは，いわばf既

往朝鮮人労務者jを掠いている点であろう。

これと関連して，その当時の西杵炭鉱の朝鮮人労働者の家族数謁([表 3J) 

を検討してみよう。徴用及び1944年 4月 1日以降「官斡旋」による朝鮮人労

働者と 1944年 1月 1日以降就業期聞を「延長jした朝鮮人労働者は119名で，

彼らの家族数は認定基準による家族数が486名，戸籍謄本又は本人の申出によ

る家族数は497名で，移入朝鮮人労働者の一人当たり平均 4名の家族を越えて

いる。またここで注呂されるのは，西杵炭鉱の労働者の年齢で，計119名の朝

鮮人労働者のうち約60%が30才未満である。加えて20才未満の労働者も 3名

さえいる。

以上1940年代，石炭産業の労働事清を素撞してきたが，これからは輯鮮人

労働者移入政策が f官斡旋J方式から「徴用J方式に変化していく過複を中

心に労働事情を検討してみたい。

まず1943年10月紅白の全羅北道内務部及び警察部より各府戸郡守及び警察

署長宛の「内地移入輯鮮人労務者ト斡旋二関スル件Jという公文を通じてベ

斡旋段階の事情がわかる。
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1940年代，日本石炭産業の労働楽情と「朝鮮人労働者移入jの裟例

〔表 3] 朝鮮人労働殺の家紋数

ejj 十.TIa 三ei- 数

[A 分

(l9.1.1{ドlOJ]米11旦!{!J

家族数

]]9 I .186 497 

資料:資料A-b -32-25.1より。

:全羅北道内務部長

各 月守安郡守
殿

内地移入朝鮮人労務者斡旋ニ関スル件

決戦下生産力ノ飛躍的増強ハ関家ノ絶対的要請ニシテ之ガ成否ヲ決スノレ

ノ¥ーニ各種生腹部門ニ訟ケル所要労務者ノ充足如何ニアルハ言ヲ侠タザ

ル処ナワ然ルニ近時内地移入労務者供出状況ニ徴スルニ其ノ成績漸次低

下シ lヤニハ割当数ノ供出不能ノモノ又ハ取纏中，若ハ輸送途中ニ於テ離

散逃走スル者等ヲ生スル向アルハ誠二遺憾ニ塙ヘザルトコロニシテ

i用者)ハ暴寛第一線機関ニ紗ケル労務動員諸施策ノ適正ヲ欠キ

徒ニ出動ヲ強制スルニ起罰スルモノ卜認メラルルニ付之ガ斡旋ニ当リテ

ノ¥f;: (ドー引用者)記ニ依リ取扱ヒ出勤労務者二対シ就労其ノ他出動ニ

対スル趣留ヲ十分徹底セシメ出勤労務者ガ真ニ国家ノ

テ希望ニ燃エテ出動スル様特段ノ御留意相成度通廃ス

17 
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追部本件ノ、来ル十一丹前半期分ヨリ実施致度ニ付速急御手自己棺成度申

添フ

それには「決戦下生産力ノ飛躍的増強Jは「国家ノ絶対的要請Jとして，

各種生産部門における所要労働者の充足問題が第一の経済問題になっている

ところ，特に労働者充足の中心の「内地移入労務者供出の成績jが漸次低下

している事情が指摘されている。また「割当数ノ供出不能ノモノム「取纏中，

¥輸送途I千::)ニ訟テ離散逃走スル者jが続出する状況で， I労務動員諾施策j

の問題， I出動強制jに基罰する諮問題について率直に認定している点は注臣

すべきである。前記につづいて次のように「出動j上の「留意J事項，すな

わち移入手続が列挙されている 1九

、道ヨリ害~3 チ受ケタル郡ノ\直ニ管内労務資源立主ニ縁故関係等ヲ考慮

ト緊密、ナル連絡ヲ保チー邑面ニO名(ーケ班トス)ヲ単位ト

シテ別紙様式(一)ニ依リ犬々邑聞ニ割当通知スルト共ニ様式(う

ニ依リ三日以内ニ之ガ割当済報告書ヲ道ニ提出スルモノトス

二、斡旋ノ万全ヲ鰐スル為割当邑簡ニ対シ予メ労務者ノ予選ヲ実施スル

様司時ヲ決定シ通知スルコト

右(上 引用者)予選ハ郡銑衡三日迄ニ終了スルコト(

ハ23該労務補導員ヲ派遣スベキニ付各邑匝ヲ巡回シ待ル様日程ヲ決

スルコト補導員ハ概ネ道割当一00名ニ付ニ名宛トス)

一、供出割当ヲ受ケタル邑菌ノ¥駐在所ト連絡ノ上誌面労務資源ヲ基トシ

町里洞部落ニ対シ割当ヲ為シ郡決定予選日二邑i閣内適当ノ場所ニ出

勤労務者集合セシメ

/レコト

--~ノ五都相当数ヲ加ヘタル人員ヲ

此ノ場合ノ¥邑罰，駐在所，労務補導員等ニ蛤テ就労案内其ノ地出動

ヲ十分認識セシメ有モ事実ヲ誇張シ又ハ甘言ヲ奔スルガ女[Jキハ

厳重ニ慎ムコト

四、邑毘予選ニlI合ケノレ体格検査ハ援自ijiノ診断ヲ省略スルコト

府郡ニfj合ケル鈴{皇?ハ労務者乗船二日前迄ニ必ズ実施スルコト

六、府ニ妙テハ府鐙衡前予メ邑酪ニ準ジ予選ヲ為シ出勤労務者ニ対シ就
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1940年代，日本石淡産業の労{勤務'IJlfと f朝鮮人労働者移入jの事例

労案内其ノ他ニ付十分認識セシムルコ卜

七、府邑菌労務者予選ニ要スル経費ノ、業者二於テ負担スルモノトス

(別紙様式省略一引用者)

つまり朝鮮人労働者の移入手続は次のように要約される。すなわち①道の

割当を受けた郡は，直に管内労務資瀬及び縁故関係等を考慮して警察と

に連絡して， 1畠閣当たり 20名を lケ班の単位で各位函に都当通知そすると

共に三日以内に「割当済報告書jを道に提出すること，②斡旋の万全な期す

るために割当邑留は「労務者ノ を実施(郡錠衡三日前迄)し，邑

選には当該労務補導員を派遣すること，補導員は道割当100.f:l当たり 2名にす

ること，③供出の割当を受けた邑面は駐在所と連絡の上，邑出労務資掘

してlllJ盟部落に対し割当，郡決定予選日に品詞内の適当の場所』こ「出勤労務

を集めて割当人員の五割相当数の人員を予選すること 18}，④患閣の予選に

おける体格検査は匿師の診断を省略すること 19}，⑤府郡での鈴衡は労務者乗

船の 2目前まで必ず実施すること，⑥府の銭衡においても予選をし出勤労務

に対し就労案内など十分告知すること，⑦府邑聞の労務者予選に要する経

費は業者が負担することとしている。

特に斡旋との指示事項として「労務者ノ道外斡旋ニ関スル件Jと「朝鮮労

務端会邑両分区設霞二関スル件Jが提示されている。まず「労務者司ノ道外斡

旋ニ関スル件jは次の通りである 20)。

、労務者ノ道外斡旋ニ関スル件

戦路ノ現段階ニ診テ戦力増強の根窟ヲナス労務ノ強化ノ¥間家ノ絶対

的要請ニシテ労務者ノ供出ハ註ニ診テ質ニ訟テ其ノ

ニ加重シ来リ今後尚多数ノ労務者ノ供出ヲ要請セラルル見込ナル

ガ労務資調ハ逐年減少セルニ伴ヒ漸次道外ノ出動ヲ忌避シ或ノ¥離散

逃走スル者増加ノ傾向ニアリ右ハ就労現場二胎ケル労務管1車の不備

二悶ルモノアリト雛モ挙党スルニ民衆ニ対スル動員指導ノ不徹底ニ

キ認識理解ノ乏シキニ悶ルモノト料セルニ付左(下一引用者)

ノ上之ガ斡旋ノ万全ヲ期セラレタシ

言日
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(一)労務斡旋機措ノ強化

面労務事務ノ陣営ヲ強化シテ労務行政ノ運営ヲ円滑ニス

/レト共ニ邑而第一線陀里j同部落聯盟ノ自治的活動ヲ促シ

総力勤労報臨隊il:(zニ同特別隊ノ指導錬成ヲ通ジ民衆ヲシテ進

ンテ国家ノ動員二応スル宝誠ヲ酒養スルコ卜

(二)宣缶並ニ認識ノ徹窟

内地移入労務者ノ斡旋ニ当リテハ本年 (1944年 引用者)十

月二+二日付「内地移入輯鮮人労務者ー斡旋ニ関スル件J通牒

ニ依リ供出前ニ予メ色面ニIj合テ予選ヲ為シ ト一体

トナリ就労案内其ノ地の宣伝ニ努ムルト共ニ出勤者ヲシテト

分現解認識シテ進ンテ斡旋ニa;スル様努ムルコ卜

(三)出勤労務者ーノ班長ノ

ノ班長ノ¥道労務者指導訓練所終了者ヲ充ツルコト

- I百ス/レカ如キコトナク

ヲ供出スベキ邑関ヲ場位トシ

テ殻モ{廷秀ナルモノヲ選定スルコト

(四)石炭統制会道駐主t員ノ

本件ニ付テハト一月六日付ヲ以テ通牒シタルニ付犬々留意ノ

コトト思料セラルルモ右(仁 引用者)ハ石炭要員ノ内地移

人ノ丹滑ヲ期シ移入労務者ノ質的向上ヲ毘ル為設置セラレタ

ルモノニ付之ガ労務者ノ斡旋ニ当リテハ道駐在員卜緊密ナル

連絡協調ニ努ムルコト

つまりl'威力士首強の根底ヲナス労務ノ強化ノ¥国家ノ絶対的要請jだとしな

がら，労務省の供出においてその量と賓のi湾問でその重要性を指摘している。

また「労務資源ハ逐年減少セルニ伴ヒ漸次道外ノ出動ヲ思避シ或ノ¥離散逃走

スル者増加ノ傾向jの状態で， I就労現場ニ於ケル労務管程ノ徹底Jを促しな

がら次のように留意事項を指示している。要するに労務斡旋機構の強化，

伝及び認識の徹成，出勤労務者の班長の選定，石炭統制会の道駐在員の設霞

などを提起している 21)。

その内符を検討してみると，まず労務斡旋機構の強化で，①郡村而労務事
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1940年代， 日本石左足産業の労働ミ詩情と「朝鮮人労働者移入jのお例

務の「陣営強化J及び労務行政の運営の円滑化，②邑聞及び第一線の限服

部落聯聞の自治的活動の{足進，③間民総力勤労報闇隊及び陪特別隊の

錬成jなどが提起されている。次に「出勤労務者jの班長の選定を提起して

いるが，斡旋労働者の班長は道労務者指導訓練所の終了者のうち，労務動員

計闘によって実際労働者を「供出jする晶画を単位として最も

するとしている。またf石炭要員jの移入の円滑化， r移入労務者ノ資的向上j

のために，炭統制会の道駐在員の設置を提起している。

最後に次のように朝鮮労務協会の邑面分区の設誼を提起している叫。

一、朝鮮労務協会邑面分|ま設龍ニ関スル件

現下盟民動員ノ重要性ニ鑑ミ労務協会円的達成ノ促進ヲ出リ読々

労報国精神ノ昂揚ニ努ムルコト共ニ特ニ郷党出身産業戦::"1:ノ

族ノ譲護ニカヲj主ギ尚労務者ヲシテ後顧ノ憂ナカラシメ進シテ

諸重要産業ニ専心従事セシムルノ要切ナルモノアル処現在ノ朝鮮労

務協会ハ機構各府郡ニJlニマリ為二一般ニ其ノ 1趣旨ノ徹底セザ、ル嫌ア

ルヲ以テ各邑面単位ニ朝鮮労務協会邑面分区ヲ設問シ

!用者)目的ノ達成二週進セシメントスルニ付別紙参照首選

d憾ナキヲ期セラレタシ

-事業

十) 労務者及其ノ家族ノ設設扶助二関ス

ノ指導訓練ニ関ス

(三) 労務資源ノ開拓ニ関スル事項

相) 其ノ他必要ナ

・内地移住労務者経費'ノ分賦方法(十一門ノ分)

月刊日分会

2、隊編成費

3、引率旅費

八O銭

問。銭

4、雑

li.、 j
 

E
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邑頭分区 二|弓

1、取纏並ニ引率旅費 一円

2、邑際担任書記 一円

其ノ地省略

つまり「労務協会日的達成ノf足進j及び「勤労報国精神ノ昂揚J，特に「郷

党出身産業戦士ノ残留家族ノ援護Jのために，朝鮮労務協会の品商分区の設

を提起している。その具体的な事業内容として，①労務者4及び家肢の援護

扶助，②労務者の指導訓練，③労務資源の開拓などを挙げている。

1 )資料 A-b-32-83より。 1942年 2fJ23日の通燃の名称は「朝鮮人労務者活用二関ス

ノレ方策Jと f朝鮮人内地移住斡旋要綱jである。;主体的な内容については後述する。

2 )前述したように， 1942年 2I=J 13 Elの閣議決定により，朝鮮人強制IJJIj双子の方式は従

米の f募集j方式から 1'[守斡旋j方式にかわる。これと共に i徴発業務J:(f:紛鮮総

経府内の「紡鮮労務協会jに会元化する。

3 )資料 A-b-32-83より。

4 )資料 A-b-32-68より。ここで f定清潔働を慾![!1Jと設いているが，実際は「慾波J

ではなく「定之;i:5，自治IJJ といえる。

5 )ここで「勤労報関隊の期間怒;長jの「延長jと「移入朝鮮人労務者定滋jの「定

才りという月]諸の使用について， 1滋空宇jな比較が必袋と思う。すなわち「定活jとは

あくまで 11-3本市国主義が必要する fj39まで」の意味が含まれていて，ここで 12年

契約jの設偽怜が窺える。つまり次の証言のような状態であったと忠、われる。

f徴用人というのは者績とでは?二年間の契約で，徴的するのが建前でした。しか

し，払が炭鉱へ徴的されて知ったのは，すでにJ以下過ぎた者，おくは近年たっても

帰してもらえず，働かされているおーもおりました。書類 Uま延期，延期となるので

ありましょうが，行本の戦守Fか続くあ!り，淡鉱からは逃げられない仕籾みでした。j

(李興祭;アボジがこえた海;遊詩ff}f， 1987。同流n23-4資)。

6 )資料Aカ 32-70より。

7) [炎 ]の殿尚南道は忠清南道の誤認である 0

8 )資料 A--b-32-102より。

9 )資料 A-b-32-262より。

10)注 9) と!可後。

11) 資料Aーか32-70より。

12) ¥"1料 A-b-32-67より。

13) それは1944{1C::に発したいわば「決戦非常措波15Jf!Jで，その内答を紹介すると次

のとおりである。 f①学徒!fif.点体I1討の徹底，②樹氏勤労体制jの給日新，③1I方祭休ililJの強

化，④簡素生活徹底の党憾と食籾配給の改苔務{札⑤空地平11mの徹底，⑤製造禁止

22-



1940年代， E1本石炭産業のうな{効率fほと「朝鮮人労働者移入jの事例

品闘の拡大と焼絡統一の徹底，ぐD高給享楽の停止，⑧重点輸送の強化，⑨海運カの

鵬新強化，⑩lZa寺約又は長期計倒的事務及び事業の停止，⑬中央監聖書事務の地方移

譲，⑫裁判検察の迅速化，@保有物資の綴憾約活用，⑬{行11必郊の徹底と交委長の強

化，⑬官庁休日の縮減と常時執務の態勢を彼:¥U。

14)資料A-b-32-60より。

15)資料A-b-32叩 254より。このように移入朝鮮人労働者に家政手当が支給されたか

どうかは不明である。

16)資料 A-b山 32-260より。これは，お符朝鮮内の資料があまり残つてないことからし

て，資料価値が大きいと思われる。

17)注14) と問機。

18) これと関連して， I邑jffi，駐在所，労務補導員等ニ診テ就労認さ内其ノ{也出勤務攻ヲ

充分認識セシメ草寺モ事実ヲ誇張シ又ハ対設ヲ奔スルガ如キハ厳議ニ慎ムコト jとし

ているが，実際は喜~5起を誇猿し， iJ誌などが綴行したといわれている。

19) ここで底的の形式的な診断[，労働力不足の深刻化lこ従う紡鮮人労働者4移入手続き

の徳一品主化などが窺える。

20)注16) と問機。

21)注16)と同様。

22) i:t16) と湖様。

2 .西杵炭鉱における f朝鮮人労働者移入jの泰倒

1 )西杵炭鉱の労働状況

以上1940年代における日本石炭成業の労働事情について検討してきた。次

に1940年代，西ff炭鉱の具体的な労働状況及び「朝鮮人労働者移入Jの事例

について才食討してみよう。

まず1940年代の西杵炭鉱の労働状況を検討するまえ，明治鉱業側の社史を

通じて悶杵炭鉱を紹介しておきたい九

昭和十J三年ニ月十一日，佐賀県杵島郡北方村に間杵炭Tl]1;を関説し， I司日

鍬入式を行い，五月八日替炭した。その後，杵島本隠採掘のため本卸及

び連卸の坑道掘進に努めた。

当砿は層際・炭質ともに良好であるのに加えて，五年七月には重液選

炭法を援用した選炭場を完成し，選炭場から北方駅近くの貨準積込場ま

でー.七キロメートルの架空策道を設ける等施設を整備し，十六年度か
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ら本格的採炭を開始したので，わが社

の出炭面に大きなプラスとなった。

つづいて1940年代の西杵炭鉱の労働状況

を統計を中心に検討してみよう。次の剖つ

の表は， 1942年の 6月末， 12月末， 1943年

の6月末， 12月末のことで，これらをみて

その当時の西杵炭鉱の坑内外の職別「労務

員勤続年数j，I鉱夫教育程度j，I労務員職

別年齢Jおよび「鉱業所建物棟数及坪数j，

「老幼者数j，I学齢児童j，I労務員貯金Jなどの状況の変化がわかる。

〔表 4] 附杵炭鉱労働者ω
平均勤続"f数

nドド均1VJ絞ifミ数

まず[表 4]を通じて平均勤続年数をみると， 1942年の 6丹末には1.9生存，

12月末には1.8年， 1943年の 6月末には1.7年などに器くなるが， 1943年の12

月末になると， 2.2年になる。

次に[表 5]を通じて坑内外の労働者市数の推移をみよう。坑内外の各職を

みると，坑内夫は採炭夫，支柱夫，運撮夫，工作犬，機械夫，雑犬などで，

[表 5] 坑内外労働者数の推移

資料:iJ、11!::1，;)h手。
首!i考:( )ハJ，i;、(1人ゾ K

1

1

0

J

J

せ
っ
d

内

/

M

6

4

A

O

/

】

19 

ヲ

4:3 

10 

(iji.f，'c :人)

オミ

152 

29 

11 

:36 

452 578 

2:3 ワ3

48 

9G 

231 

55 I 53 

21 

51 

11 

99 

237 

54 

16 

109 

255 

24 



1940年代，日本石炭産業の労働惑僚と「朝鮮人労働者移人jの事例

坑外夫は選炭夫，運搬夫，機 [袋 6] 勤続年数および数fn当校

械夫，工作夫，雑夫などにわ 「一一一一一!

かれている。坑内夫は1942年

6月末から1943年12月末まて，

それぞれ399名， 423名， 452 

名， 578名と増加し，坑外夫は
資料;IJ、IJと1，'Jf.説。

それぞれ222名， 231名， 237 

名， 255名と増加して， 1942年

の6月末から1943年の12月

にかけて労働者数の増加は，

ほとんど坑内夫の増加であっ

た。そのうちでも 1943年の 6

丹米から12月末の悶において

採炭夫は， 285名から343名に

増加して注目される。また

1942年の 6丹現在の「労務半

年報jには応召軍人が括弧の

中に書かれていて，その当時

酋杵炭鉱における応召状況が

わかる。つまり応召者は坑外

夫 (13人)より坑内夫 (36人)の方が多いし，そのうちも採炭犬 (25人)が

多い。

…
一
山

川
市

川
一
一
山

ょ
一
ド

お
一
以

松
一

I

教
一
分

抜
一
院

教 4チヰ4以下 34 ll6 

71f 
?;J¥ ← 6i件主 2tl5 329 

ifd小卒 362 382 
思d

t:I]~'f:Lj]退

度 iド学卒以上 6 

20成主主|ミ泌

20歳以上

dめ 30歳以 l二

5) 40歳以 k

ギli 45歳以 i二

50歳以1:

¥1料;I，J< III:I<M手。

西杵炭鉱における輯鮮人移入労働者の鈍沼は，前述したよう 1次移入

分の98名が1943年の11月14日着いた。その数がこの「労務半年報jに反映し

ているのがわかる。また1943年の 6月の「労務半年報jによると，一年未満

の採炭犬が129名で， 12月米になると218名になって89::gjが増加し，I鉱夫教育

調Jをみても，採炭夫のうち尋常小学校卒業以下の人数が18名から108名に増

加している。これらをみても「労務半年報Jに移入朝鮮人の数が含まれてい

るのがわかる([表 6]参照)。

[表 7]を通じて，教育程度及び、年齢分布を見ても，尋卒以下，尋キ:と中学
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中退，中学以上より，高小卒の方が多いし，年齢を見ても全員が20才から39

才までの労{勤者が多い。結局20才から39才までの高小卒程震の学力を持つ採

炭夫が中心であることがわかる。そして鉱夫貯金は1943年12月に至ると，こ

れまでは普通貯金，愛関貯金だけであったが，新しく「購入積権」の欄があ

る2)。

特に1943年末の労働者充足状況をみると， [表 8]のとおりである。まず(A)

の「移動状況旬報jをみると， 1943年末の西杵炭鉱の在籍労働者は，一般労

働者が687名，勤労報盟隊が49名， i移入学鳥人jが97名で，計833名である。

そのうち坑内犬が578名で全員男子であり，坑外夫は255名で男女それぞれ173

名， 82名である。炭鉱の労働力の不足によって1939年から女子労働者の入坑

制限も緩和されたが，西杵炭鉱の場合，女子労働者は全員が坑外で働いてい

る。これからわかるように1940年代の半ばになると，石炭産業の労働力構成

は女子労働者の坑外労働，勤労報開離と「移入学島人jの男子労働者の坑内

労働が相対的に増加しているのがわかる。

ここで注自されるのは種別概に「既往半島人jという項目があるがヘ西杵

炭鉱の場合は「既往半島人jを使わず，朝鮮人移入労働者だ、け使っている。

特に朝鮮人移入労働者の稼働率は大体100%で注目される。

次に(B) の「入山状況旬報」をみると，勤労報国隊の「入山状況Jがわ

かる。つまり器杵炭鉱は1943年12丹22日から1944年 1月19自にかけて「勤労

報隠隊jの50名の鵠当を受けてそのうち44名が「入山jしている。

つづいて (C)の「稼働状況丹報Jを通じて1943年12月の稼働状況がわか

る。西杵炭鉱は1943年の12月，採炭夫344入，その他241人，計585人の坑内

犬， 265人の坑外夫，合計850人で，王子均稼働率は89%である。その結果出炭

実績も臼探挫の14，500トンを越えて15，010トンで，達成家は100.3%である。

ープ]1943年米の罰杵炭鉱の労働者の就業状惑はどうであるか。[表 9]から

わかるように、採炭作業日数が28日，公休日数が 3自である。注目されるの

は「死傷病件数Jである。苑亡事故はないが場病件数なみると， 1943年の12

月の 1ヶ月だけでも，全体的に坑内の308件，坑外の57件である。これを業務

業務外にiざ分してみると，圧倒的に業務外のほうが多し、

またこれを日本人と朝鮮人の悶籍別に比較してみよう。前述したように，
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1940:f手代，日本お炭産量芝の労働事情と f朝鮮人労働者移入jの楽例

[表 8] 1943正1'.:7トミ現在の労働者充足状況

[A] 稼動状況旬報
(1 ~J.l:~ 1ド 12JI2111'~:1I 11)

代ぽ!、伶qス~¥〈ト百¥羽ご二九別ゴ¥ 旬ヰミ《仁宗詩人 勾qJ原入人民 旬:十'191~)m人t~l f~，働率

坑内グj 439 4 87 

.{iYi労務者 f一a 

J:)t外 9J 166 2 95 

女 82 87 

J:1LI}'l 

季節労務者 ; 

:l)t外 37.: 

4，1 40 34 
:l)tl付

93 92 

5カラj寸fnliJl~Z
;女

91 5 4 10 98 

-!;.: 

l坑坑 外内

年t rJヨ 95 96 

*1[ タト 2 100 

jIJI 人
JJ'L I}g 

:lJL タト

{字 !去1
:l)t I).;j 

おE 外

坑内
男 578 44 38 88 

女:

坑|ノサ
513 173 6 10 95 

E王 82 1 87 

833 51 48 89 

勾:1ミ所要人民 850 け1i災 目 標 5，500 ，':11 i災実紅i 5.39ヲ
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[s] 入山状況旬報
(l9c13iド12))2111c~ :l 1 11) 

[c] 稼働状況月幸良
(l9c13il'l2}J jf) 

税¥i取jji¥lil Fiji .'1Q人民
品人…ヶ月

応 入 E守 ffJTf mi本 総働?{:~
出 炭 山

:l:itrJq I 押kつ収 λ，ト :3411 5:3，563 7% 5% 89 

i誌I自 241 80c736 7% :i% 85 

坑 タ ト 火 265 70，818 2% 2% 90 

全労務者 850 2L576 ::l% 3% 89 

!J: iJ< I1主主 14，500迎 iitfTiJ住宅余力[ OP 
上Hi災災絃i 15，0]0地|合宿余力 l lllA 

資料:¥'[料A…b…:1:1jゴ;j';r}}行充足利iより。

，:~， I，Ut.':;o: 

1.21¥[1¥]炎及第[B]災ノ、 11.1ヨリ 1011，1111 ')2011， 2111ヨリ J)'，HIノ名11)ニ十jχぉ[Cl炎ハJl

))分成ノ、 K)J>PlUI ニ十J'!~'11):X:ハ波 IJ :J lIi主ニ必ズ特H!;';;'、ノレコト

2. 21¥[1¥]夫ノ1，);t，u:XIT人n<l'ニハI，t:、ri，人?ヰ， t沈)1)人r1?A-マシメザノレコト

:l .I羽[lt 'l'o'(，'，人ノ、 I};J紋トシテー叶2ツJ1:ii行<1'二二合γ シメ t，r;~l\ ヲ以テ :k~l!主スノレコト

1. Zi¥1 BJ夫ハリ1リIJIJ，1~nJJIJ (:f:Dii，幼字詰，務八九I'cね人 :lji一人， f'f:!9Jノ))1)，jll シ ;(íニ淡セザルモノハ l~

f出〉くハJlノけず191ニス/レ 1ト)俗ニ記:1主スノレコト
;). '，liIH1i人ilノ1J!_:j'J(.I必延，不足/均oハJtノ耳目111ヲiJiIii5'~思ニ IY1 ，:日シ ~0íJnìごすノ協力ヲ虫!スルモノニ{、u.

ノ、Jt/行ヲ191ニスルコト

6.うHI迫力ノ充足ニ1，，1シ括支!アル幼子7ノ、i極力ナル111.1所ニJtノ日ヲ氾佼スルコト

i.本，J!.Iハiili半日夕ルト Jt二、'il;，jニ{己、ナIJiM、ノ労務状況ヲ111怒スノレヲ1.1的 iスノレモノナルニj;Jト分校必

シぷ;，1主ス/レ Jト
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1940年代，沼本石炭産業の労働事情と「朝鮮人労働者移入Jの事例

[表 9] 1943年12YJの労働者就業状態
Ui1{立.ず'，)

7ロ午ご 11 みこ 人
朝鮮人

iJi!: ):'，J. JYJ 

2イ総1iE : 

採 w 二lミ
l山内判、、) 9，，114 S95 2，660 12，969 

人 Jt:ノ{也ノ坑I}J夕、 フ 2，504 2，504 
__L--l 

.l/L タト )¥: 
A 

6，988 229 5S 7，275 

18，906 1，124 2，718 22，7，18 

fJ子〆守詑iV E 、

採炭火
)) 

{完訳、五点、"説ぷ♂
6，176 625 1，952 日，7，，:3

li 
Jtノ他ノ坑内火 1，753 1，753 

1/L タト 火 i 4，601 J:l2 44 4，777 

自 12，530 757 1，996 1"，28:3 

1!i3ijf j 
J采 炭 火

日山守 n必出町
6，176 625 1，952 8，75:3 

延
Jtノ{也ノ1/CI付火 10 2，641 2，641 

数
1J'c タト 夫 5，867 

C 
11 J:l2 44 6，043 

12 
142，688i4 | 

757 1，996 17，4:37 

J采 f去作業 1]数 J:l 

ノん¥、 {本 11 あ( 14 311 

'IP(jjjIJ 務 l' 外))IJ 業務 I~ 業務外 業務 1: 業務外 業務 1: 業務外 業務 1: 業務外

予ビ に iトI一一げ一す 15 

ヲ1j3i6J J 
.tfLタト

f内目当
41 3 ‘》 つ 102 46 262 

{数ijゐ 16 
Jic外 H 41 4 I 3 9 48 

D 目立 41 3 。 つ 102 46 262 
17 

.li，[外 も 41 九 48 

， i，~ i'f.色、

1 }正 Hl r:PJ及設けノ、t正式外~1iJ ノねり双採りヲ ~J~ ス

1I ')j線沿 1/臨時火(2:3)、，ltH'l)ミ(24)ノ分?除クコト

111 器;防火、必ü:}，とノ分ハ本紙JJ!r~ニ労幸Ui'ìn;J (A) 1I r総11与犬、 Ih1lfl)()jftJ立状態t初; トシテ W，j"ノごJ1 
(}¥)ハ採i:ki十業11ニ/jJケル干しI詩人i1 (J毛JYJ不就業病ヲj徐ク)ノ;名目i
(B)ハ兵ノJJニIj士ケノレ(古川、11ノ分ヲ合ム)，;古来人nノ:ω!
(C)ハJtノIlニ!必ケル(公休11ノ分ヲ合ム)紋!，切 r数ノ総;11
16ハ休業す 1):)，1ニノモ/

16ノrtHiJJl1切JJJ;，M丘二Ij，'テ1GLセノレトキノ、lM1ij]トシデ絞れセルモノモ死亡トシテIljピ付ii};ノコト

1¥' 特i鮮人ノ<lliHl，守ハ労持，No.l(A)ニ紗ウノレ(B)ノ;Hニ16Jジ

資料;資料J¥ b -<~:3 rfln府Jl8{1'12月分労務行‘紙業状iぷiJ，¥JJより。
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[表10J 秘鮮人労働者ーす?山報告

「一一一一一一
ヲ屯 I r1j ~ミ

Ulll j尚裂総ニハ立、状詰G，11m;泣i主 '1 ' ノ仏1ií(~'Ì; '} III IiJU字詰11.二記入ノコト

2 本銀行ノ'}jI'iY'i;ilnニ心強ニN係!日決定後三日以内ニ{十j災発送ノコト

資料:資料A-h-32"71より。

(1引付11'.:l) 12211J見;(t:)

西杵炭鉱の朝鮮人労働者の割合は12.4%であるが，傷病率は30%に違ってい

る。要するに商杵炭鉱の移入朝鮮人労働者は97名の労働者が坑内夫として，

1943年12月の 1ヶ丹だけでも 108件の「傷病jの状態で働いていた。

2 )部杵炭鉱における「朝鮮人労働者移入J

まず[表10Jを通じて， 1943年11月14日の朝鮮人労働者の着山報告をみた

い。問杵炭鉱は1943年 8月27日， 100名の朝鮮人労働者を斡旋申請している。

説当地は忠清1南道の牙山郡である。 99名の朝鮮人労働者が1943年11月12日温

陽温泉駅を出発して，斡旋申請から約 2ヶ月半かけて，同14日佐賀原の北方

駅に到着した。到着及び採用人員は98名であるが，それは表の摘要構に

ているように，門司港より列議で移動，自的地の北方駅に下車して人員点検

の結果 3名が不足，彼らは逃走者でそのうち 2名は佐賀線の瀬高駅で発見，

1名は行方不明になった。このように最初の移動中から逃走者が発生したこ

とをみても，その当時の朝鮮人移入政策がどのようなものであったかが窺え
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る。

1940年代， 日本石炭腹芸誌の労働事情と「朝鮮人労働者移入jの苦手例

[表11J 労働者の教ff恕ltt

このよう いた西杵炭鉱の第 1次

移入労働者の状態をもっと具体的に見

るために， 1943年12丹未の酉杵炭鉱の

「労働者教育程度調j，["労働者本籍

調j，["従業員住宅調j，["従業員解雇者

帰趨調jについて検討してみたい。

まず[表11]の「労働者教育程度調J

[苦笑12J 労務おー本;ru地状況

[;<)]IJ 

州/11沖7Ft付1 作〈
;jt 海 治会 ql~11 私j:)1: ljil 

3i1J主 イ治ν之ト iノiizd 三三 J近 P13 

災
!l:iて=J'てL-31811〈1 近 if1i t7 lj，l 

宮城山 l )J~ 者11 約

秋口ilji~ 大阪府
>j)J 111 if0 M よ~J{jI 以

?対応 P13 31~民 五モ iミリ13

茨城以 平日i:lXl1lM

1)ヨ栃木 県 ぬ l絞り13

~~í ，1;10 lj，l ぬ絞りT~

:t{，j玉県 f，fd IU保

千葉県 広ぬ PA

)f! 東京郊i
Qi1 

IJI 1] ljí~ 

神奈川派; 目玉i徳島 P13

新潟 県 芥JlIlj~ I 

IJI梨 Yt! 愛媛県

長野 P13 i主iFljまLlM

労務者

(19s{I'.12バボ)11，i!J
(ip.j立:人)

(II(リ1118{ド12)U記11羽イL)I，J)
(判立:;f，) 

!汁に労務者

メL
?江崎県 19 

泌児向山 4:) 
1判

1'1'部立派

1 I i:i 湾

2 I +1(( 太

皮jiuT十h近

腿尚北滋

2 会i京市選

ljiJj 全f:(il;j七道

jパuー、民主いp(jil'!: 97 

日 !&~抗!と道

12 京総巡

4 江!日;{道

9 笈 海 道

13 島下 不安街道

20 千三';j七道

3 成鋭lお道

岐 阜 烈

i'fl' lfid lj，l 
~ :JL 

福佐長熊 賀崎本岡 県県県lH 
町出

成鎖;1七道

愛知!以

音1I 'iii 111 lj，l 40 
チト|

お I11lj，l 2 大分県 19 833 

¥:i1↓: fi料A b :l:l r労務j守本線J~! ，VlJ Jより。

31 



を通じて，移入朝鮮人労働者の教育程度を見ょう。つまり移入朝鮮人労働者

の97名のうち圏民学校の初等科の卒業および中退者は13名だけで，また不就

は84名で，約87%が不就学者である。反面，日本人労働者はその割合が

98.7%で，大部分が閤民学校以上の教育を受けている。これによって，移入

朝鮮入労働者は由民学校教育も受けたことがない単純労働者であったことが

わかる。

次に〔表12Jを通じて，労働者の本籍を見ょう。間杵炭鉱は1943年11月97

名の朝鮮人労働者を受け入れているが，全員が忠清南道の出身である。この

ように朝鮮人労働者の全員が同じ道の出身なのは，その当時の「朝鮮人労働

[褒13J 従業民住宅状況

フf 芝方

そl占 宅

! タ 家
家数))IJ 僚会官 戸数 口数 J)21'O収容戸数 j定数百1
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2主務(別 現在i院特ji怒〔 1i~数日1 TiAi数

ri数打数

8 11 53.5 12 

6 11 33.0 1 

7 31111.0 
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1940年代，尽本石炭燦業の労働事情と「朝鮮人労働者移入」の事例

者移入Jが a地域での「集団移入Jであったことが窺知される。

一方，日本人労働者を出身地域別にみると，九州出身が649名でペ日本人

労働者全体の78%を占めている。そのうち佐賀県の出身者が49%を占めて，

全体的に半分の労働者が地元の労働者で構成されている。また本籍地が台湾

になっている労働者も 1名いて注目される。

次には〔表13Jを通じて，従業員の住宅状況について見ょう。これをみる

と，まず労働者と職員とを区分し，またそれぞれ社宅と合積所にわけている。

労働者，職員向れにしても，社宅は家族世帯主で，合指所は独身者の住宅で

ある。ここで朝鮮人移入労働者を考えて見ると， 10{留の部屋で構成される

つの独立棟に居住し，全体1201まで，一人当たり畳数は1.24:賢である。つまり

一つの部屋は12畳で，結局移入朝鮮人労働者は12畳の l部屋に10::g!程度が住

んでいる。ここで注目される点は，移入朝鮮人だけの独立撹があって，一般

日本人労働者からも関離されたのである。

最後に〔表14Jの を通じて， 1943年 8丹から12月

[表14J 従業民fq!njfFr"i'li!I趨状況

;;ょに
労務者

同人一役 初鮮人 汀l'
男女短期男女:間人 男 女 計

必|斗初l[r，¥鉱セ山ノレfニI'i' 

f伝iiLiI初[ii'i切セi;1ノlレlニ行
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4I伝C市淀1とjjjノレす 42 42 42 
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逃 iを 29 2 31 

不就業徐f百一 31 :31 
タ七 亡

よし {也 32 32 47 

152 112 2 26'1 274 
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にかけて，商杵炭鉱の労働力事i賓がわかる。まず職員 4名が他の鉱山に転

職をしている。帰農者は司本人の一般労働者16名の他に，短期労働者の112名

が帰農して，当時農閑期の余剰労働力を使用してきた西杵炭鉱の場合も労働

力の不足がよく見られる。また日本人・般労働者のうち，不就業除籍者が31

名，逃走者が29名である。司本人の a般労働者の逃走者が29名みられるのは，

注目すべきであるが，朝鮮人移入労働者のうち逃走者はただ 2名で，全体97

名の朝鮮人労働者の 2%に当たる。ここでこのように朝鮮人労働者の逃走率

が低いのは，独立家屋での管理などひどい逃走防止策の結果だと思われる。

全体的に見れば，労働者の274名が色々の埋由

のさ当時の酋杵炭鉱の労働力事情がうかがえる。

されていて，そ

つづいて1944年 4月9日には西杵炭鉱の第 2次移入朝鮮人労働者が着山す

る。[表15]の f着山報告Jを検討してみたい。

西杵炭鉱は1944年 2月22臼， 100名の朝鮮人労働者占の「斡旋Jを申講し，

生省から50名の移入の割当を受けた。割当地域は忠清南道の天安郡で，郡よ

り40名の人員を引き受けた。彼らは同 4Fl6司天安駅を出発，斡旋申請から

lが丹半がかけて詞 4月9司福岡に到着した。
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1940年代，日本石炭産業のうな{効率僚と「朝鮮人労働者移入jの事例
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周知のように，このような労働者の動員のためにはそのまえに色々な段階

の手続が必要であるが，ここでは朝鮮人労働者の移入を中心に検討してみた

い。つまり次の「労働者充足予定表J，r朝鮮人労働者集団移入所要数Jを検

討する。
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まず次の「労働者充足予定表jを見ょう([表16J)。これは1944年 4月から

1945年 3月までの 1年間，すなわち1944年4丹から1944年9月までの前記及

び1944年10月から1945"'1'3月まで、の後期の西杵炭鉱の労働者充足予定表であ

る。

前記の麗入予定は，日本人が265名，勤労報国隊が300名，朝鮮人が200名で

計765名であるが，時期解麗者は549名である。また後期の薦入予定は785名で

あるが，解麗は585名で，前記と大体|奇じ傾向が見られる。

ここで特徴的なことを朝鮮人を中心にみると，非常に低い解雇率で，最初

から移動の制限に基づいた「集部的な強制連行，強制労働Jのー聞が窺える。

このような労働者の所要人員の把握に慕して宿舎収容力についてへ「信舎i収

容力ノ¥応急措置トシテ社宅一戸二人ノ割J，I単身寮ハ畳一枚に付一人ノ部ニ

テ計上セリ j としている。

以上で1944年度の労働者所要人員表，労働者充足予定表について検討して

みたが次には朝鮮人労働者と関連して， 1944年 4月の f朝鮮人労働者4集団移

入所要数jをみよう。この〔表17Jは1944年 1月25自作成され，石炭統説会

の本部lこ提出されたものである。

これによると，西杵炭鉱は朝鮮人労働者100名の「新規移入jを希翠してい

る。「移入所要ノ期的jは，自本内の農村からのいわばf供出砿員」の「給源j

カT ノ見地ヨリ枯渇化Jしているので，充足は「朝鮮人労働者及勤

報隊ヲ以テ増産シ割当出炭ヲ確保セントス/レjとしている。「斡旋希望地域J

は，第 1希望が忠清南道の!f山， (大)悶，ず品川郡の地域，第 2希望地域

は忠清北道の報恩，沃)1[，忠洲(州)郡の地域，第 3希望地域は京畿道の平

沢，磁百十[(州、[)，水原郡である。ここで第 I希望地域を牙山としているのは，

1943年日月に受け入れた第 1阪!の98人が，会社にとって「良好jだったこと

を示しているのではなかろうかと思われる。

つづいて「市舎及訓練使節概要jを検討してみよう。宿舎は1944年 3月ま

を臼的に，収容可能人員100ぞ!のを新築中である。特に注自されるのは

ノ概要Jで，それを要約してみると，次のとおりであ

る。すなわち① 5~10名を 1 組にして船長を置し② 2 組を 1 班にし

く，③5班を 1隊にして隊長を霞くいわば「掠組織」で，④隊長は朝鮮
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1940年代，日本石炭成業の労働事情と「朝鮮人労働者e移入jの苦手例
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[表18J 労務長1I民に|刻する訪l資表
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:m 150 341 869 
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378 150 :366 89'1 

378 250 391 1，219 
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J8 Jj'. 1Si' ，1: jザj
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11 {却j f見
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品fi
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8，813 1:3，676 85 650 

10，2:30 15，147 .8:1 682 

8，013 11，729 8:3 689 

10，421 15，174 .85 697 

10， ll9 トl，101 85 7:ll 

11，541 15，957 .85 729 

59， J:l7 14，732 84 696 

を解す専員の労務課員にして労務者の作業及び生活を指導，⑤入山後 6ヶ

月の訓練期間，⑥訓練は虫民，生活，就業予備，体操及び遊戯，保安，技術:j，

どで，毎日 2時間するとしている。

以上労働者の動員のための準儲過程をみてきたが，次の[表18]をみて，

その事情がよくわかる。

つまりこれは「労務動員jに関する ，報鮮人労働者移入と関連し

て，住宅収容力の推定などがあって注目される。すなわち1944年 4月の住宅

収容力の提高，労務動員を通じる労働力の権保，朝鮮人労働者の動員などの

当時の事情が注自される。

次にこのように動員された朝鮮人労働者の1944年12丹8日現在の労務現況

を検討してみたい([表19])。

1944年12月8日 移入朝鮮人労働者は149名が91%の離働率で働いてい

って， I会社の転換鉱夫j，すなわち転勤鉱犬の稼働率が96%であるが，それ

を除いたら平均をとい1っている。またj主同されるのは労働者の構成で，一般

及び会社の「挺身隊j，北海道及び会社の「転換鉱犬j，学生，その他の天理
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1940年代，日本お炭産業の労働すト情と「朝鮮人労働者移入Jの事例

〔表19幻] 19似4十4μ拘iμ内主今iド乙汀ll}バj;ジ涼米1本衣トp三;コE現凡宅冶夜i正:の7労j
(HH4>司!ド'.12}J811J)1イiし今汁) 

挺 身 転換 F 

般 会 主1: lt泌送会主tl学 lニ

92 28 29 8:3 100 

70 88 89 96 86 

0.8 34 12 10 

世立与 1.19.j.l;j'lIJJJ米JJ，¥ヂiごの坑内外'11.身行 (;Wihl}fi行)数l土.J:l]t，

2. llJJ I勾の/U政災級1:J:.j， 3901ili， 11 J J T1lJのu~ J'){_~_土 *!!I ~土日，651lJiliで，
12J JI:1IJ の tHJ~:F定は7 令 000lili， 12Jlド勾の:1lJJ<子>1'1土8，O()Ol述。

資料.資料A-b ~-:l2 … 258 より。

[表2何者E終鉱員数

鮮 人
j百報隊員及び

{'}o 
荒i.1慰労務者

1，969
1
， 57{' 

53日!!tー 悶 1，293 506 177 

3子 ILJ 935 740 39 

一I白rぜ「 111 831 530 361 

i県{ 杓: 869 135 89 

_¥L IJI 228 315 62 

IJ討 手[] 515 

路 272 5 1 66 

上戸別 183 80 

8，520 4，864 I 1，429 

(ll({息120.3. :W.¥.¥干し)

1長

ず:
5 

1.976 

l.911 

1.722 

1.093 

605 

195 1，358 

:143 

26:1 

392 15.205 

(56.0%) 「(:11.9%) I (9.4%) (2.7%) (lOO%) 

，1料;IYJiil鉱業株式会主1:1'1:¥1.:紛然苦言00バi史(lYJih鉱業株式会付， !I({羽1321F)， 17;ll!より。

教の関係者が動員されている。移入朝鮮人労働者を含めて新しく動員された

労働者はほとんどが単身で， 1944年10月末の坑内外の単身合宿居住者は431名

に至っている。このような労働動員の結果，間杵炭鉱の出炭実績及び予定は

併えば1944年11月上旬の出炭実績4，590トンが下旬には6，650トンに延びて，

12丹上旬の出炭予定7，000トンが下旬には8，000トンに増加している。

以上検討してきたように西杵炭鉱は， 1943年から1944年にかけて138名の朝

鮮人労働者4 を「集団移入」している。それは明治鉱業側の社史からの〔表20J
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の結果 (135人)とも大体一致している。

地に西杵炭鉱の「朝鮮人労働者移入」については次の資料がある九これは

1944年11月四日諮の石炭統制会から硯杵炭鉱宛の「徴用朝鮮人j労働者の12

丹分選割当についての公文書である。

石炭統制会九州支部

権者会員炭砿
御ヰ1

各五炭統制組合

内地移入徴用朝鮮人労務者十二月分道割当決定其ノ他ニ関スル件

ノ件ニ関シ十一月十剖日朝鮮人総督府ニ松テ寅砿(貴組合炭砿)分

道部当左(下 引用者)記ノ通決定致候関御了知棺成度此段及御通知致

塩

尚朝鮮人労務者ノ送出ニ作テハ議ニ引率者ノ中一部ハ労務者4 ノ郡出発直

前迄ニ引率者ヲ現地ニ派遣相成掠鶴通知致置候処本会京城出張所ヨリ

種ノ実?者二鑑ミ徴用者二対スル引率者ノ¥今後乗船士官迄出頭ス/レ事ニ変更

相成候1陣取越有之校ニ付御諒承相成度候

退前i徴用者ニ対スル守i率者ノ派遣ノ、割当人員一00名ニ付三名ノ割ニ

テ乗船日ノ三日以前迄ニ乗船地ニ到着スル様当支部ニテ不取敢左(下

|用者)記ノ通計画ノ上東盟交通公社ニ船席申込致置候ニ付規定掠

式ニ依リ船席申込謹一過当支部宛折返御送付申成致併而御願附上候

¥朝鮮人労務者道割当計断

渡シトス)

炭砿名

茜杵

¥麗水。其ノ他ノ道ニハ釜山

乗船予定日 割当道名

全北 O
 

員。
人

一

一~ ;:1 
、フ

'li日

ノ員数及時期

出発ノ時期炭砿名

日一一
つまり悶杵炭鉱の場合， 1944年12月分の「徴用輯鮮人j労働者の道割当が

決定されて，開年12月1513全羅:1と道から100名の労働者を徴用するようになっ

て， I徴用朝鮮人j労働者ーの引率者 3名は出発前まで乗船地の釜山までいくよ
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1940年代，日本石炭産業の労働事情と「朝鮮人労働者移入jの若手例

うになる。しかしこの「徴用朝鮮人」労働者が西杵炭鉱に着いたかについて

は確実な資料がなく，結局佐費照の西杵炭鉱は，前述したように1943年11丹，

1944年4丹の 2屈にかけて138名の朝鮮人労働者を「集団移入Jしたとしかい

えないと患われる。

1 )明治鉱業株式会社史編纂委員会『社史j(明治鉱業株式会社，昭和三十二年)， 150-

151]言。また本稿の分析の中心時期の1944年には，出炭誌が145，203トンで， 1935年

の関坑から1956年の関坑までにかけて， 1955年ーの160，700トンを除いたら最高の水準

で，在籍鉱員をみても坑内821名，坑外383名，合計1，204名の最高の水準であった。

2 )資料A-b-33の「労務半年報jより。

3 )ここの「既役半島人Jは， i:主)には「既往半島人Jと設いているし，文献によっ

て混約されているが格別の違いはなし〉。むしろ注目すべきことは1939年からの「移

入朝鮮人労'働者Jとその前の f既役朝鮮人jとは厳絡な区別があって，労働条件な

どにおいても格澄があったのである。いわば日本帝~主義の巧妙な f向胞管理J と

もp える。

4 )ここで九州には沖縄もふくまれている。

5 )資料Aカー32-128より。

6 )資料↓ A-b-32-246より。

IV むすびにかえて

以上で我々は佐賀県高杵炭鉱の戦前の経営庶務資料を中心として， 1940一年

代の石炭産業の労働事情および佐賀県の商杵炭鉱における「朝鮮人労働者集

部移入」の事例について試論的に分析してきた。

1940年代の日本石炭産業の労働事情を，朝鮮人労働者の移入と関連させて

いえば， I朝鮮人労働者の移入経費の上昇J，I契約満期者の帰鮮J等の現状

は，朝鮮内の相対的過剰人口の枯渇との棺互作用によって，それまで朝鮮人

労働者の移入を中心としてきた労働者の充足をいっそう難しくした。

このような状況の対策として，給与増額の検討，日曜自廃止，労務対策の

刷新などの労働強化，移入朝鮮人に対する家族手当の支給の検討，満期者に

対する「定着の勧奨J等が論議された。要するに日曜日廃止，労務対策の強

化などを中心とする労働強化，強制定着の状況で，給与増額及び家族手当の
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支給の検討は名目にとどまっていたのは~ jうまでもなかろう。特に朝鮮人労

働者の移入史のなかでもっと重要なこととして，朝鮮人労働者移入政策がそ

れまでの f官斡旋J方式から「徴用」方式へ変化していく。

本稿の中心分析時期の1944年に茜杵炭鉱は出炭設が145，203トンで， 1935年

の開筑から1956年の閉坑までにかけて， 1955年の160，700トンを拾いたら

の水準で，在籍鉱員をみても坑内821名，坑外383名，合計1，204名の最高の水

準であった。そのために一般労働者，勤労報国隊の外にも， 一般及び会社の

「挺身隊J，北海道及び会社の「転換鉱夫J，学生，天理教の関{系者， r朝鮮人

移入労働者jを使用していた。

そのうち朝鮮人労働者については， 1943年から1944年にかけて 2回，r移入j

している。移入朝鮮人労働者の数は社史，自社の経営資料のいずれによって

も138人にいたっているのがわかった。

最後に以上のような検討事項の確認の一!こで，今後の課題につい

しておきたし'0
佐資燥における「朝鮮人強制連行者Jについても， 1万人を超えすといわ

れている。これについては，近頃佐賢熊『お炭史Jの発行，強制連行されて

犠牲になった無縁故者についての調査などが行われたが，基礎調査，実体解

明などについてはほとんどされていない。本稿がこれからの作業に少しでも

役に立ったら幸いで、ある。 (1992年 1月16日成稿)

<付記>1990年10月から1992年 3月までの臼本での関学ゅの拙稿は次のとおりである。

① 119枇紀アイルランド人移民の社会終済約背景についてー- 8本における研究史

の検討を中心として一一J(佐賀大学時至済論集j第24巻第2号， 1991年 7月)
②「間際労働力移動と外聞人労働者問題について 「綴災地下車時鮮人労働力移動j

の股史的位fRづけのための前提作業一一J(久飯米大学

8月投稿)

1991年

③「戦直ij，日本石炭波業における「朝鮮人労働者移入Jの経過一一1940"手(昭和15
年)1目白筑石炭鉱業会Jの資料を仁F'心として一一J(佐賀大学 f経済論集J第24巻
策的努， 1991i:!oll月)

④ 11940"手，臼本石炭sf請さにおける労働問題と「机鮮人労働者移入J 1石炭鉱

業聯合会J の「労務担向者会議々1，J~録j の分析を中心として一一一J (佐至理大学?経

済論集J第24巻第6号， 1991年llR15 El成稿)
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1940年代， 日本石炭E主主主の労働事偽ーと「朝鮮人労働者移入jの挙例

⑤ 11940年代，日本お炭燦業の労働率悩と「事~jm黒人労働者移入j の事例 佐安県

の西杵炭鉱をゆ心として一一J(佼賀大学?経済論集j1992年 l月16日成稿)

⑥ Iq決前，佐~7県における朝鮮人労働者eの「強制連行・強制労働J 試論的アプ

ローチとして一-J(佐賀大学問自域経済センタ…年報J第 3号， 1992年 3月見

込)。

また l年半の留学期間中，方々にいろいろお世話になって誠に感謝上げます。特に

長野ffit，前)11雅夫， j零内安衛先生諸f立にいろいろご指導を頂いて心からお礼を取し上

げます。日本への留学の機会を開いて頂いた縁関のさな南大学の朴光j手先生にも:lliねて

感謝申し上げます。(金支後)
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